
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
令和２年７⽉８⽇（水）に管内５市町村に大雨特別警報が発表されたことに伴い設置した 
南信州地方部を廃止します。 
 

 

  

令和２年８⽉５⽇（水） 午後３時 00 分 
    （⻑野県災害対策本部南信州地方部の設置︓令和２年 7 ⽉ 8 ⽇（水）06:43） 
 

 

管内９市町村で設置された災害対策本部がすべて廃止となり、災害応急対策が 

概ね完了したと認めたため 
 
 
 参考︓【南信州地方部規程】   
  地方部⻑は、管内の地域において災害が発生するおそれ若しくは拡大するおそれが 

なくなったと認めたとき、⼜は災害応急対策が概ね完了したと認めたときは、地方部 
を廃止するものとする。 

 

 

 
 

 

 

 

⻑野県（南信州地域振興局）プレスリリース  令和２年（2020 年）8 ⽉ 5 ⽇ 

   
 

 

令和２年７⽉豪雨災害に係る⻑野県災害対策本部 
 

南信州地方部を廃止します 

南信州地域振興局 総務管理課 県民生活係 
（課長）山下 武喜 （担当）下平 正彦 
電 話  0265-53-0402（直通） 

0265-23-1111（代表） 内線 2317 
F A X  0265-53-0404 
E-mail minamichi-kenmin＠pref.nagano.lg.jp 

廃止⽇時 

廃止の理由 


